
                                   主   文

１　被告株式会社五洋，同Ｅは，連帯して，原告Ａに対し４２６５万７８６５円，原告Ｂ，同

Ｃ，同Ｄに対し各１４２１万９２８８円及びそれぞれに対する平成１４年７月３１日から支払

済みまで年５分の割合による金員を支払え。

２　原告らの被告株式会社五洋，同Ｅに対するその余の各請求並びに被告株式会社ファイブオ

ーシャントラベル及び同株式会社オリオンツアーに対する各請求をいずれも棄却する。

３　訴訟費用は，原告らと被告株式会社五洋，同Ｅとの間ではこれを１０分し，その３を原告

らの，その余を被告株式会社五洋，同Ｅの各負担とし，原告らと被告株式会社ファイブオーシ

ャントラベル，同株式会社オリオンツアーとの間ではすべて原告らの負担とする。

４　この判決の第１項は，仮に執行することができる。

                                 事実及び理由

第１　請求

　１　被告らは，各自，原告Ａに対し，６６９７万５２３０円及びこれに対する平成１４年７

月３１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

　２　被告らは，各自，原告Ｂに対し，２２３２万５０７６円及びこれに対する平成１４年７

月３１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

　３　被告らは，各自，原告Ｃに対し２２３２万５０７６円及びこれに対する平成１４年７月

３１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

　４　被告らは，各自，原告Ｄに対し，２２３２万５０７６円及びこれに対する平成１４年７

月３１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

第２　事案の概要

本件は，原告らの被相続人が被告らの主催するスキューバダイビングのライセンス取得ツアー

の講習中に体に変調を来しその後死亡した事故について，原告らが，被相続人のインストラク

ターを担当した被告Ｅ，ダイビングスクールを実施した被告株式会社五洋（以下「被告五洋」

という。），ツアーを主催した被告株式会社オリオンツアー（以下「被告オリオンツアー」と

いう。）及び同被告から委託を受けて旅行商品を販売した被告株式会社ファイブオーシャント

ラベル（以下「被告ファイブオーシャン」という。）に対し，以下の請求をした事案である

（附帯請求は，事故発生の後である平成１４年７月３１日以降の民法所定年５分の割合による

遅延損害金請求である。）。

１　被告Ｅに対し，ダイビングの講習につき過失があったことを理由とする，不法行為に基づ

く損害賠償請求

２　被告五洋に対し，被告Ｅの不法行為についての使用者責任に基づく損害賠償請求，被告五

洋のダイビングスクールを実施するについての過失を理由とする不法行為に基づく損害賠償請

求及びダイビングスクール受講契約上の安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損

害賠償請求

３　被告ファイブオーシャンに対する被告Ｅの不法行為についての使用者責任に基づく損害賠

償請求（なお，原告は，同請求に係る訴えを取り下げる旨の意思表示をしたが，同被告はこれ

に同意しない。）



４　被告オリオンツアーに対する，ダイビングツアー主催旅行契約上の安全配慮義務違反を理

由とする債務不履行に基づく損害賠償請求

第３　争いのない事実等（証拠を付さない事実は，当事者間に争いがない。）

１　当事者等

亡Ｆは，被告らの主催するスキューバダイビングのライセンス取得ツアーに参加し，海洋での

ダイビングの講習中に体に変調を来し，入院の後，平成１４年８月８日死亡した。

原告Ａは，亡Ｆの夫，原告Ｂ，同Ｃ及び同Ｄは，いずれも亡Ｆと原告Ａの子である（甲１の

１，２）。

被告Ｅは，後記本件ツアーにおけるダイビングレッスンを担当したインストラクター（ダイビ

ングスクールにおいて講習や講習終了認定証の発行を行うことができるものとして認定された

指導員）である。

被告五洋は，沖縄県国頭郡においてダイビングスクール，ダイビングショップ等を営む株式会

社であり，被告Ｅの使用者である。

被告ファイブオーシャンは，旅行商品の代理販売を業とする旅行代理店である。

被告オリオンツアー（旧商号・株式会社豊和トラベルサービス）は，旅行業等を営む株式会社

であり，「オリオンツアー」との営業上の名称により，ダイビングスクールのツアーである

「ダイビングカレッジ本部４ＤＡＹ’ｓ（平成１４年７月２９日から８月１日までの４日

間）」（以下「本件ツアー」という。）の旅行を主催していた。

被告オリオンツアーは，被告五洋の主催するダイビングスクールの受講契約につき，被告五洋

から委託を受けてその締結を代理して行っていた。また，被告ファイブオーシャンは，被告オ

リオンツアーから本件ツアーを含む旅行商品の販売に関する契約締結の委託を受け，被告オリ

オンツアーの代理人として申込者との間で契約を締結していた。

２　本件ツアー及び本件事故に至る経緯

(1)　本件ツアーは，被告オリオンツアーと提携した被告五洋によるダイビングスクールの受

講及び沖縄県内の海洋実習地への旅行等を内容とするものである。

　　海洋実習地での実習は，日程を２日間とし，プール実習と海洋実習から成るものであり，

ＰＡＤＩ（指導団体のひとつ）発行のＣカード（Certification Card）の取得を目標とするも

のである。

Ｃカードとは，ダイビングの指導団体からダイバーとしての知識と技術があると認められた者

に与えられる認定証であり，これがないと国内外のダイビングショップで潜水機材を借りるこ

とができないとされている。

　　亡Ｆは，平成１４年５月ころ，原告Ｃ，同Ｄとともに，被告オリオンツアーが配布するパ

ンフレットにより，被告ファイブオーシャンに対し，本件ツアーの参加を申し込み，同年７月

１２日までに本件ツアーの代金である２１万３０００円を支払った（甲６の１，２，３）。こ

れにより，亡Ｆ，原告Ｃ及び同Ｄと被告オリオンツアーとの間で，本件ツアーに係る旅行契約

が成立し，亡Ｆ，原告Ｃ及び同Ｄと被告五洋との間で，ダイビングスクール受講契約が成立し

た。

(2)　亡Ｆ，原告Ｃ，同Ｄは，平成１４年７月２４日ころ，大阪市内で学科講習を受けた後，



同月２９日午後，沖縄に出発した。

　　亡Ｆらは，翌３０日から被告五洋によるプール実習及び海洋実習の講習を受ける予定であ

った（以下「本件講習」という。）。本件講習に当たっては，被告Ｅがインストラクターとし

て担当した。

(3)　亡Ｆらは，平成１４年７月３０日午前，被告Ｅの指導の下でプール実習を行った。

　　プール実習の内容は，レギュレータークリア（レギュレーターは，タンク内の空気を口に

運ぶ機材であり，レギュレータークリアは，レギュレーターの中に入った海水を，レギュレー

ターに息を吹き込むなどして排水する技術をいう。），レギュレーターリカバリー（水中でレ

ギュレーターを一旦口から取り外した後に再度装着する技術をいう。），マスククリア（マス

ク内に侵入した海水を鼻から息を出すことでマスク外に排水する技術をいう。），マスク脱着

（水中でマスクを一旦顔面から取り去った後，再度顔面に装着して，マスク内に鼻から空気を

注入し，マスクに入った海水を排水する技術をいう。）等であった。

　原告Ｃは，プール実習の訓練中，気分が悪くなったため，午後からの海洋実習をキャンセル

し，亡Ｆ及び原告Ｄの２名が海洋実習を受講することとなった。

３　本件事故の発生（甲１０）

(1)　亡Ｆ，原告Ｄは，平成１４年７月３０日午後３時３０分ころから，被告Ｅによる指導の

下で海洋実習を行った。亡Ｆらが海洋実習を行った地点は，別紙見取図（乙２）記載のとお

り，沖縄県国頭郡本部町字崎本部の沖合約１２０ｍの沿岸で水深約４．２ｍ前後の地点であっ

た（以下「本件ダイビング地点」という。）。

(2)　亡Ｆは，海洋実習中，海底でのマスク脱着の訓練の際，息苦しさを訴え，被告Ｅととも

に海面に浮上したが，その後意識を失った。

(3)　亡Ｆは，沖縄県立北部病院に搬送され，同病院において入院診療を受けたが，同年８月

８日午後４時０５分，死亡した（以上の経緯による亡Ｆの死亡事故を，以下「本件事故」とい

う。）。

第４　争点及び当事者の主張

１　プール実習における亡Ｆの履修状況，本件事故の発生経過及び亡Ｆの死因

(1)　プール実習における亡Ｆの履修状況

ア　原告らの主張

亡Ｆは，水深の浅いプールでの訓練であるにもかかわらず，指示されたカリキュラムのうち，

水中でのレギュレータークリア，レギュレーターリカバリー，マスククリア及びマスク脱着の

訓練がうまくできず，合計で少なくとも１０回以上は立ち上がって水面から顔を上げて実技に

失敗していたため，プール実習は本来予定されていた時間を２時間近く超過することとなった

が，亡Ｆは，結局レギュレータークリア等につき１回しか成功していなかった。このように，

亡Ｆは，プール実習において，海洋実習に必要な基本的潜水技術を十分に習得していなかっ

た。

イ　被告五洋及び被告Ｅ（以下「被告五洋ら」と総称する。）の主張

亡Ｆがプール実習において講習に長時間を要したとの事実は認める。しかしながら，これは，

被告Ｅが通常の講習よりレベルを落として十分すぎるほどの練習をプールで行ったからであ



る。同被告が強引に講習を進めたことはない。亡Ｆは，プール実習の結果，レギュレーターク

リア，レギュレーターリカバリー，マスククリア，マスク脱着等の基本的潜水技術を十分にこ

なすことができるようになっていたものであり，そうであるからこそ，被告Ｅは亡Ｆを海洋実

習に臨ませたのである。

(2)　本件事故の発生経過

ア　原告らの主張

(ア)　亡Ｆは，海底での被告Ｅの指示に対して，常に不安げに呼吸を整えてから思い切った様

子で訓練に取りかかる仕草をしていたものであり，海底での訓練に恐怖心を抱いていたことは

明らかである。

(イ)　そして，マスク脱着の訓練の際，亡Ｆは，マスクを取り外した直後，突然水を飲んだ様

子で鼻をつまみ，苦しい表情をして，いきなり膝を浮かせて海底から立ち上がろうとした。

(ウ)　被告Ｅは，一旦，亡Ｆが浮き上がらないよう左手で同人の腕を押さえるとともに，右手

で亡Ｆが持っていたマスクを同人の顔に押し当ててマスククリアをさせようとした。その後，

被告Ｅは，手で原告Ｄに海底に止まるよう指示してから，亡Ｆともつれ合うようにして海面に

浮上した。

(エ)　海面に浮上した後，亡Ｆは，被告Ｅに対し「苦しい」「息ができない」と訴え，まもな

く意識を失った。被告Ｅは，海底に原告Ｄを放置したままでいたことから，現場の海上を移動

することができず，海面に浮かんだまま亡Ｆに人工呼吸を施すなどしていたが，有益な救護活

動をできないまま約２０分以上も海上に漂っていた。

イ　被告五洋らの主張

(ア)　亡Ｆらは，海中において，プール実習と同様にレギュレータークリア等の練習を行い，

亡Ｆもマスククリアまでは難なくこなせていた。

(イ)　マスク脱着の訓練の途中，亡Ｆは，マスクを外して少ししかめっ面をし，鼻をつまむよ

うな動作をして立てていた膝を浮かせて上がりそうになった。被告Ｅは，落ち着かせるように

して亡Ｆにマスクをはめ直させ，マスククリアを行わせた。亡Ｆは，この過程で，レギュレー

ターからの呼吸を続けており，暴れたり咳き込んだりすることはなかった。

(ウ)　被告Ｅは，亡Ｆが海面に浮上したがっていたことから，一旦同人を海面で落ち着かせて

から再度訓練を行うべきであると判断し，ロープを使って同人を海面に浮上させた。亡Ｆは，

被告Ｅの浮上の指示に応じ，急浮上しようとして慌てたりもがいたりすることなく，ゆっくり

と浮上した。

(エ)　被告Ｅは，海面に浮上して亡Ｆが意識を失った後，同人を海面で仰向けにして気道を確

保しながら，ブイに戻るよう位置を確保して人工呼吸を行い，その間，同人のマスク，ウエイ

ト，ＢＣジャケット（浮力調整装置）を順次外し，同人の浮力を確保していた。

(3)　亡Ｆの死因

ア　原告らの主張

(ア)　本件事故直後に撮影された亡Ｆの胸部レントゲン写真では，同人の肺に広範囲にわたる

白い影が認められる。したがって，亡Ｆが病院に搬送された段階ですでに大量の海水を吸飲

し，かなりの水が肺内へ侵入していたことは疑いを容れないところであり，亡Ｆはこの海水の



吸飲のために溺死したものである。

(イ)　その原因は，亡Ｆが海底でマスク脱着を行おうとした際に誤って鼻から海水を飲んだ点

にある。すなわち，亡Ｆが海中において鼻をつまむような動作をして立ち上がろうとしたの

は，鼻から海水を吸飲したためであり，その後もマスククリアができず，自発的にレギュレー

ターをくわえることができなかったこと，海上への浮上後もレギュレーターを外そうとしたこ

とに鑑みれば，亡Ｆがかかる海水の吸飲により窒息状態にあったことは明らかである。

(ウ)　亡Ｆが海面に漂流している間ないし海岸に曳航される間に海水を飲んだ可能性もある

が，亡Ｆは海面浮上後まもなく意識を失ったのであるから，同人の死亡の直接の原因となった

海水の吸飲は，海面に浮上する以前に海底で生じたものと考えるべきである。

(エ)　被告五洋らの主張するような，内因的な疾患により亡Ｆが死亡した可能性はない。同人

のレントゲン写真上も，心臓の変形・肥大等の心臓疾患を疑わせる徴表は見られないし，司法

解剖の際にも，溺死以外の死因の可能性を考慮した上で最終的に溺死との結論が導かれたもの

である。

イ　被告五洋らの主張

(ア)　原告Ａは，本件事故後に亡Ｆが搬送された病院で，被告Ｅ，被告五洋代表者に対し，亡

Ｆには不整脈の持病があった旨発言したこと，入院診療録（甲３６）に「もともと体が弱いと

娘の弁」「アレルギー」との記載がある。

　　他方，亡Ｆが海中で死に至る程度の海水を飲んだとすると，その後，レギュレーターを装

着したまま呼吸を継続することは殆ど不可能であるが，同人は，レギュレーターを外すことな

く，また，マスクを再度装着して鼻から息を出し，マスククリアを自分で行っていた。また，

亡Ｆは海岸に曳航された後も，海水を吐くことはなかったし，病院に搬送された後も同人につ

いて排水措置は取られなかった。したがって，本件事故においては，亡Ｆが海中で溺死に至る

程度の海水を吸飲した徴表は認められない。

(イ)　このように，亡Ｆが海中において致死的な程度に海水を吸飲した事実はなく，海面に浮

上してから偶然に何らかの内在的要因と思われる原因により意識を喪失した，というのが事実

に整合するものであり，海底でダイビングの実技の訓練中のミスによる海水の吸飲が死因とな

ったものではない。

２　被告Ｅには，亡Ｆに対して行ったスキューバダイビング講習の実施につき，過失があった

か（被告五洋ら関係）

(1)　原告らの主張

ア　適切な講習場所を選択しなかった過失

前記１(1)アのとおり，被告Ｅは，亡Ｆのプール実習での履修状況から，同人が海洋実習の際

にも実技に失敗することが予見できたし，海中において実技の訓練に失敗した場合，パニック

になり海水を吸飲して溺れる可能性を予見することができた。

したがって，被告Ｅには，そもそも海洋実習による潜水訓練を行わず，プールでの訓練を継続

するか，岸から近く，すぐに立ち上がることができる浅瀬において訓練をするべき注意義務が

あった。しかるに，被告Ｅは，これを怠り，亡Ｆを沖合約１２０ｍ，水深約４．２ｍの本件ダ

イビング地点に連れ出して訓練を実施した過失がある。



イ　講習における指示・指導上の過失

(ア)　コンタクトレンズを着用させ，かつ，必要な指示をしなかった過失

ａ　被告Ｅは，亡Ｆが近眼であり，コンタクトレンズを着用しながら講習を受けていたことを

知っていた。コンタクトレンズを着用したままの潜水では受講生がコンタクトレンズが流れな

いよう海中でいきなり目を閉じることによりパニックを引き起こすなどの危険があり，インス

トラクターである被告Ｅはこのような危険の発生を予見することができた。したがって，被告

Ｅには，講習に際し，少なくとも以下のいずれかの措置を採るべき注意義務があった。

(ａ)　度付きの海中マスクを着用させること

(ｂ)　事前にプールでの講習において目を閉じて訓練させるなど，受講生が不安にならないよ

う準備させること

(ｃ)　海中においていきなり目を閉じるような指示をしないこと

ｂ　しかるに，被告Ｅは，上記のいずれの措置も採らず，かえって，訓練をためらう亡Ｆに目

を閉じて訓練するよう指示し，これにより亡Ｆをパニックに陥らせたから，指導上の注意義務

違反がある。

(イ)　海水吸飲後にマスククリアをさせようとした過失

　　　また，前記１(2)アのとおり，亡Ｆは，海底において鼻を押さえて立ち上がろうとした

ところ，被告Ｅは，かかる亡Ｆの様子から，同人が鼻から海水を吸飲して呼吸が苦しくなり，

パニックに陥っていたこと及び同人がさらに鼻から海水を吸飲してしまう危険があることを認

識することができた。

このような場合，被告Ｅには，亡Ｆの更なる鼻からの海水の吸飲を防止すべく，鼻を押さえた

ままの状態で海面に浮上すべき注意義務があった。しかるに，被告Ｅは，そうするどころか，

パニック状態にあった亡Ｆにマスククリアをさせようとしてマスクを同人の顔面に押し当てる

ことで，亡Ｆにさらに鼻から海水を吸飲させ，より重篤な状態に陥らせたから，被告Ｅには，

海中における指導上の注意義務違反がある。

ウ　救命義務違反

(ア)　早期に海岸に曳航する等の措置をとらなかった過失

被告Ｅは，亡Ｆを海面に浮上させた際，同人が窒息状態に陥り，意識を失って呼吸停止状態と

なっていたことから，直ちに有効な救命措置に取りかからなければ亡Ｆが死に至ることを容易

に予見することができた。

したがって，被告Ｅには，直ちに亡Ｆを海岸に曳航するか，地面に足がつく場所まで戻り，十

分な体勢で救命措置を講じる注意義務があった。

しかるに，被告Ｅは，これを怠り，海底に残っていた原告Ｄに合図を送って海上に上がるよう

指示することなく，他方，亡Ｆを海岸に曳航することもしないで，漫然と一人で不完全な人工

呼吸を続けながら２０分間以上も海面を漂うだけで，亡Ｆに対し有効な救命措置を施さなかっ

た。

(イ)　早期に第三者に対し救助協力を求めなかった過失

インストラクターには，受講生が溺れた際，独力で受講生を救助できない場合に第三者に救援

を求めるため，近辺に協力を求めることができる第三者がいるか注意するか，第三者が即時に



発見できない場合でも遭難信号を発信するため，レスキューフロートやエアーホイッスル等を

携行し，トラブルが発生した場合は，直ちに第三者への救助協力を求めるべき態勢を整えてお

くべき義務がある。そして，被告Ｅは，本件事故において，溺れた亡Ｆを独力では救助できな

い危険があることを容易に予見することができたのであるから，近辺にいる第三者に協力を求

める注意義務があった。

しかるに，被告Ｅは，これを怠り，周囲を注視しなかったため，周辺に到着した他のダイビン

グスクールのメンバーに気づかず，また，レスキューフロートやエアーホイッスル等を携行し

なかったため，遭難信号を送ることもできなかった。

エ　小括

以上のとおり，被告Ｅはダイビングインストラクターとして負う上記各注意義務に違反した過

失がある。

(2)　被告五洋らの主張

ア　適切な講習場所を選択しなかった過失について

前記１(1)イのとおり，亡Ｆはプール実習において，海洋実習を行う上で必要な基本的潜水技

術をいずれも習得した上で海洋実習に臨んだものである。

そして，被告Ｅは，亡Ｆがプール実習での技術の習得に時間がかかったことから，Ｃカード取

得のカリキュラムからレベルを落として，通常のダイビング地点よりも水深が浅い本件ダイビ

ング地点を講習場所として選択したものである。

したがって，被告Ｅは，亡Ｆの履修状況を踏まえて本件ダイビング地点を講習場所として選択

したものであり，講習場所の選択につき過失はない。

イ　講習における指示・指導上の過失について

(ア)　コンタクトレンズを着用させ，かつ，必要な指示をしなかった過失について

被告Ｅは，亡Ｆに対し，コンタクトレンズをしたまま潜水することのリスクについて説明し，

できればコンタクトレンズを外してほしいとの意向を伝えたが，亡Ｆがコンタクトレンズをし

たまま潜水することに固執したため，目を閉じる等の技術を習得させることで対応した。

したがって，被告Ｅは，亡Ｆに対し，コンタクトレンズを着用したまま潜水することの危険に

つき，指導上も適切に対応している。

(イ)　海水吸飲後にマスククリアをさせようとした過失について

亡Ｆが海中でパニック状態に陥っていた事実はない。被告Ｅは，亡Ｆに対しマスク内の水を排

出するよう指示し，同人は自らマスクを付けてマスククリアをした。

したがって，被告Ｅに原告ら主張の注意義務違反はない。

ウ　救命義務違反について

(ア)　早期に海岸に曳航する等の措置をとらなかった過失について

前記１(2)イのとおり，亡Ｆが海中で水を飲んでパニック状態になった事実はなく，同人は海

面に浮上した際に窒息状態や呼吸停止状態に陥っていたものではない。亡Ｆ及び被告Ｅが海面

に浮上した後，亡Ｆの内在的要因により，同人の意識が朦朧としてきたことから，被告Ｅは人

工呼吸を行ってこれに対応していたものであって，他の行動を取る余裕はなかった。

したがって，被告Ｅには原告ら主張の注意義務違反はない。



(イ)　早期に第三者に対し救助協力を求めなかった過失について

原告ら主張の事実は否認する。被告Ｅは，エアーホイッスルを携行していたし，本件ダイビン

グ地点の海上にはフロートが常時設置されていた。上記のとおり，被告Ｅは，内在的要因のた

めに呼吸不全に陥っている亡Ｆに対し人工呼吸をする以外の他の行動を取り得る余裕がなかっ

たのであるから，第三者に対し，救助協力を求めなかったことが同被告の過失となるものでは

ない。

エ　小括

以上のとおり，被告Ｅの行った講習及び救命措置につき，過失はない。

３　被告五洋は，亡Ｆの死亡について損害賠償責任を負うか（被告五洋関係）

(1)　原告らの主張

ア　安全配慮義務違反を理由とする債務不履行責任ないし注意義務違反の過失に基づく不法行

為責任

(ア)　被告五洋は，ダイビングスクールの主催者として，受講者が溺れる可能性を予見するこ

とができた。そして，レスキュー経験のないインストラクター１人では，受講生が溺れた場

合，その場で適切な救護措置をとることができず，受講生を救命できない危険があることを認

識することができた。

　したがって，被告五洋には，ダイビングスクール受講契約上の安全配慮義務ないし注意義務

として，海洋実習を行う際，少なくとも以下の各措置のいずれかを講じるべき義務があった。

ａ　インストラクターに安全な講習場所を選択させるべき義務

　被告五洋には，高齢の亡Ｆのプール実習での習熟が遅かったことに鑑み，被告Ｅをして，そ

もそも海洋実習による潜水訓練を行わせず，プールでの練習を継続するか，岸から近く，足が

立つ浅瀬において訓練を行わせるべき義務があった。

ｂ　適切な講習担当者を選択すべき義務

　被告五洋には，亡Ｆの実技の習熟が遅かったこと，被告Ｅがレスキューについて未熟であっ

たことに鑑み，海洋実習には，被告Ｅではなく，亡Ｆが海水を吸飲した場合にも適切に対応で

きる技能をもった熟練インストラクターを担当させるか，被告Ｅのほかに複数のインストラク

ターを担当させるべき義務があった。

ｃ　指示・監督義務として，インストラクターに対し，以下の事項を指示すべき義務

①　講習にあたるインストラクター全員に対し，不慮の水難事故の防止方法や，緊急事態の際

の具体的行動基準を示すこと

②　被告Ｅに対し，受講生につき，不安を感じた場合に直ちに訓練を中止して，受講生に無理

を強いて訓練させないよう周知すること

ｄ　救命措置として，事前に以下の各措置を講じるべき義務

①　予め講習場所の海上に監視員を乗せたボートを用意して監視に当たらせること

②　避難場所として，海面の浮標に無人のボートやいかだを係留させること

③　海岸に監視員を配置して緊急事態に備えること

(イ)　ところが，被告五洋は以上の各措置のいずれも講じなかったから，同被告は安全配慮義

務違反を理由とする債務不履行責任ないし上記各義務に違反した過失に基づく不法行為責任を



負うことになる。

イ　使用者責任

　被告五洋は被告Ｅの使用者であるから，被告Ｅの前記２(1)のとおりの不法行為責任につ

き，民法７１５条に基づく使用者責任を負う。

(2)　被告五洋の主張

ア　インストラクターに安全な講習場所を選択させるべき義務について

上記１(1)イのとおり，亡Ｆは，海洋実習が可能な程度の履修状況であった。しかも，被告Ｅ

は，亡Ｆのプール実習での訓練経過に鑑み，講習場所として，Ｃカード取得のカリキュラムか

らレベルを落として，通常のダイビング地点よりも水深の浅い本件ダイビング地点を選択して

いる。したがって，講習場所の選択につき，被告五洋に原告ら主張の義務違反はない。

イ　適切な講習担当者を選択すべき義務について

亡Ｆがプール実習で必要な潜水技術をいずれも履修していたことは上記１(1)イのとおりであ

る。また，被告Ｅは，被告五洋において定期的に実施されるレスキュー訓練で，その実技習熟

度の確認を受けた上でインストラクター資格を有するものであり，かつ潜水本数も１０００本

を超え，本件事故当時十分な技量を有していた。したがって，被告五洋には，被告Ｅ以外の熟

練者に亡Ｆを担当させるか，又は被告Ｅに補助者を付けるべき義務はない。

ウ　指示・監督義務について

被告五洋はインストラクターに対し必要な指導を行っていたし，現に被告Ｅもホイッスル等を

携行するなど不慮の事故の発生に対し必要な備えをしていた。また，被告五洋は，海上にフロ

ートを常時設置するなどの措置も講じていた。したがって，この点についても，被告五洋に原

告ら主張の義務違反はない。

エ　救命措置について

被告五洋に原告らの主張するような措置をとるべき義務はなく，現に被告五洋以外のダイビン

グ業者でも原告ら主張の措置をとっている業者はない。被告五洋としては，別途，事故防止の

ための必要な手当てを行っていたのであり，原告ら主張の義務違反はない。

オ　使用者責任について

　前記２(2)で述べたとおり，被告Ｅには亡Ｆに対して行ったスキューバダイビング講習の実

施につき過失はないから，被告五洋は使用者責任を負わない。

４　被告オリオンツアーは，亡Ｆの死亡について損害賠償責任を負うか（被告オリオンツアー

関係）

(1)　原告らの主張

ア　被告オリオンツアーには，以下の事情から，信義則上，被告五洋の行うダイビングスクー

ルの施設，人員構成，講習方法など内容について調査し，あるいは報告を求め，被告五洋が受

講生の安全面に十分配慮していることを確認し，不備があれば交渉等により是正させる義務

（安全配慮義務）が課せられている。

(ア)　ダイビングスクールの受講という商品自体生命身体に対する危険を伴うものであり，被

告オリオンツアーは，かかる危険性を熟知しながら，パンフレットにおいてその安全性を約束

していた。



(イ)　被告オリオンツアーは，主催旅行を企画する段階において，販売する被告五洋のダイビ

ングスクールの講習内容を確認し，安全対策等について被告五洋と交渉できる地位にあった。

(ウ)　亡Ｆらを含む受講生は全くのダイビングの初心者であり，ダイビングの危険性に関し，

情報や専門的知識に乏しい。

(エ)　本件ツアーにおいて，亡Ｆらを含む受講生は，ダイビング受講料を含む旅行代金を全額

前払いにより支払い，被告五洋とのダイビングスクール受講契約が当然に組み込まれていたこ

とから，主催旅行業者である被告オリオンツアーによるダイビングショップの選定を絶対的に

信用せざるを得ない立場にある。

イ　沖縄県においては，「沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例」

（改正平成６年１２月２７日条例第４５号）及び同施行規則により，以下の基準を満たした者

を安全対策優良事業者としている。

したがって，被告オリオンツアーには，上記安全配慮義務の具体的内容として，以下の条件を

満たすダイビングショップを選定し，又はダイビングスクールに不十分な点があれば是正を求

めるべき義務があったというべきである。

(ア)　潜水士の資格要件を具備したガイドダイバーが配置されていること

　(イ)　潜水具の点検が万全であること

　(ウ)　安全な潜水のできないおそれのある者に対する潜水を禁止していること

(エ)　危険が生ずるおそれのある場所での潜水を禁止していること

(オ)　潜水者の名簿を備え付け，保存していること

(カ)　ガイドダイバーの名簿を備え付けていること

　(キ)　水難事故が発生した場合の警察への通報態勢が整えられていること

　(ク)　潜水上の遵守事項が策定され，これが周知されていること

　(ケ)　緊急連絡用の通信手段が整備されていること

　(コ)　緊急時を想定した救命訓練が行われていること

　(サ)　緊急時の人命救助体制が十分に整えられていること

ウ　被告五洋は，以上のうち(ア)(イ)(エ)(ケ)(コ)(サ)の条件を満たしていなかった。

しかるに，被告オリオンツアーは，以上の事項を確認して被告五洋にその是正を求めることを

しないで，亡Ｆらとの間で本件ツアーに係る旅行契約を締結した。したがって，被告オリオン

ツアーには，旅行契約上の安全配慮義務違反があり，債務不履行に基づく損害賠償責任を負

う。

(2)　被告オリオンツアーの主張

ア　原告らの主張は争う。原告らの主張する被告オリオンツアーの義務の根拠は抽象的なもの

に止まり，本件の亡Ｆの死亡原因との関係も不明である。

イ　原告らの上記(1)イの主張に係る基準は，あくまでダイビングスクールを実施するレジャ

ー提供業者が，安全対策優良海域レジャー提供業者の指定を受ける際の審査基準として掲げら

れたものであって，抽象的な基準でしかなく，かかる基準が本件ツアーに係る旅行契約上の安

全配慮義務の根拠となるものではない。

ウ　なお，被告オリオンツアーがダイビングツアーの主催旅行で扱うダイビングスクールの選



定基準は，以下のとおりであり，被告五洋はこれらの条件を充足していたものである。したが

って，仮に被告オリオンツアーが業者の選定につき原告ら主張の義務を負っていたとしても，

義務の違反はない。

(ア)　現地ガイド歴が５年以上の経験を持つインストラクターが１名以上いること

(イ)　常勤インストラクタースタッフが２名以上いること

(ウ)　１０億円以上の保険に加入していること

(エ)　過去にダイビングショップ側の過失が原因の重大事故が発生していないこと

(オ)　過去のダイビングスクール受講者の取扱人数

(カ)　ツアー参加者を受け入れた際の対応の的確性及び旅行業者への報告の有無

(キ)　ツアー参加者からのクレームの有無

５　被告らの過失ないし債務不履行と亡Ｆの死亡との間の因果関係の有無

(1)　原告らの主張

ア　適切な講習場所を選択しなかった過失（被告五洋ら関係）

　被告Ｅ，同五洋が，海洋実習に必要な技術を十分に習得していなかった亡Ｆに対して，プー

ルや浅瀬において訓練を続けさせていれば，亡Ｆが鼻から海水を吸飲して溺死することを避け

ることができた。したがって，被告Ｅないし同五洋の適切な講習場所を選択しなかった過失と

亡Ｆの死亡との間には因果関係がある。

イ　講習における指示・指導上の過失（被告Ｅ関係）

(ア)　コンタクトレンズを着用させ，かつ，必要な指示をしなかった過失

　被告Ｅが，亡Ｆに対し，度付きマスクを使用させていれば，亡Ｆはコンタクトレンズを気に

することなく訓練を行うことができ，海中で目を閉じることによる恐怖心を生じることはなか

った。しかるに，被告Ｅは，亡Ｆに対し，コンタクトレンズを装着させたまま海洋実習をさせ

た過失により，亡Ｆは，目を閉じてマスクを一気に外した際に，マスク内に海水が侵入したこ

とから一瞬気をとられ，誤って鼻から海水を吸飲し溺死するに至った。このように，コンタク

トレンズを使用させたことと亡Ｆの死亡との間には因果関係がある。

(イ)　海水吸飲後にマスククリアをさせようとした過失

　亡Ｆがマスクを外した直後に鼻から海水を吸飲した際，被告Ｅが，亡Ｆにマスククリアをさ

せようとせずに，直ちに同人の鼻を押さえたまま，原告Ｄとともに海面に浮上していれば，亡

Ｆの誤嚥する海水の量を最小限に抑えることができ，同人が吸飲した海水によって溺死するこ

とを避けることができた。したがって，マスククリアさせようとした過失と亡Ｆの死亡との間

には因果関係がある。

ウ　救命義務違反（被告Ｅ関係）

　一般に，呼吸停止の状態に陥った後１５分経過した場合でも，心肺蘇生法，救急処置，医療

措置等の救命処置が適切にされれば救命の可能性があるところ，本件においても，原告らの主

張する各措置が採られていれば，亡Ｆの救命処置を呼吸停止から短時間で行うことが可能であ

ったのであり，亡Ｆの救命の可能性があったということができる。したがって，被告Ｅが，亡

Ｆを早期に陸上に曳航するなど適切な措置を講じなかった過失と亡Ｆの死亡との間には因果関

係がある。



エ　適切な講習担当者を選択しなかった過失（被告五洋関係）

　被告Ｅではなく，熟練したインストラクターであれば，本件のような事故に遭遇しても，事

態を把握し，無理にマスククリアをさせることなく，亡Ｆをすぐに海上に引き上げ，第三者に

通報することなどにより，亡Ｆを救助することが可能であった。したがって，適切な講習担当

者を選択しなかった過失と亡Ｆの死亡との間には因果関係がある。

オ　インストラクターに対する指示・監督義務違反（被告五洋関係）

　被告五洋が，インストラクターに対し，適切な指示をしていれば，本件事故を避けることは

可能であったのであるから，上記義務違反と亡Ｆの死亡との間には因果関係がある。

カ　救命措置違反（被告五洋関係）

　被告五洋が，本件ダイビング地点の海上にボートを浮かべるか，陸上に監視員を配置するな

どしていれば，亡Ｆは海上を２０分以上漂うことなく，早期に救命措置を受けることができた

のであるから，上記義務違反と亡Ｆの死亡との間には因果関係がある。

キ　被告オリオンツアーの安全配慮義務違反（被告オリオンツアー関係）

　被告オリオンツアーが，ダイビング業者を厳選し，被告五洋に亡Ｆらの講習を担当させてい

なければ，本件事故はそもそも起こっていなかったのであるから，上記義務違反と亡Ｆの死亡

との間には因果関係がある。

ク　したがって，被告らの過失ないし債務不履行と亡Ｆの死亡との間には，相当因果関係があ

る。

(2)　被告らの主張

原告らの主張はいずれも争う。

６　原告らに生じた損害額

(1)　原告らの主張

ア　亡Ｆの死亡により生じた損害は，以下のとおり，合計１億３３９５万０４６０円である。

(ア)　死亡による逸失利益　９０８１万２８７６円

（省略）

(イ)　死亡慰謝料　３０００万円

(ウ)　葬儀費用　　１９１万２０００円

(エ)　交通費　　　４万６１４８円

原告らは，亡Ｆの死亡に伴い，現地への移動に係る運賃，交通費等として，上記金額を支払っ

た。

(オ)　安置料，棺代　２７万３０００円

(カ)　入院費用　９０万６４３６円

(キ)　弁護士費用　１０００万円

本件訴えの提起に係る弁護士費用としては，上記損害額の合計の約１割に相当する１０００万

円が相当である。

イ　原告らは，亡Ｆの法定相続人であり，上記に係る亡Ｆの損害賠償請求権を各原告の法定相

続分（原告Ａにつき２分の１，その余の原告につきそれぞれ６分の１）に応じ相続し，その余

の損害に係る金額を各原告の法定相続分の割合に応じ負担した。



(2)　被告らの主張

原告らの主張は争う。

第５　争点に対する判断

１　認定事実

前記第３の争いのない事実等１ないし３，証拠（甲１ないし５２，乙１ないし２１，原告Ｃ本

人，原告Ｄ本人，被告Ｅ本人〈ここでは，書証について枝番号のあるものは，枝番号を含

む。〉）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。

(1)　亡Ｆの経歴等

ア　（省略）

イ　亡Ｆは，２７年間の勤務期間中，育児休業を除き，病気によって欠勤したことはなかった

（甲３）。

(2)　スキューバダイビングの資格，講習の内容等

ア　ＰＡＤＩのダイバー資格には，オープンウォーターダイバー，レスキューダイバー，ダイ

ブマスター等があるが，オープンウォーターダイバーがもっとも初歩的な資格である。

イ　オープンウォーターダイバーの認定条件を満たした場合，受講生には，いわゆるＣカード

が発行される。

ウ　本件ツアーにおける被告五洋によるダイビングスクールの講習内容は，事前学科講習，プ

ール実習，海洋実習の三つの段階で構成される。受講生は，沖縄へ向かう前に，大阪市内で実

施される事前学科講習を受講した上で，沖縄に移動してプール実習及び海洋実習を受講するも

のとされている。

　事前学科講習の後，受講生は，沖縄県国頭郡本部町所在の「ホテルベルビュー」内のプール

において実施されるプール実習において，被告五洋のインストラクターから，ダイビング機材

のセッティング，水中での呼吸の練習，レギュレータークリア，レギュレーターリカバリー，

マスククリア，マスク脱着，中性浮力，水中移動，水面移動等の基本的潜水技術の習得につき

指導を受けることとなる。

　そして，次の海洋実習において，受講生は，沖縄県国頭郡本部町字崎本部の沖合において，

実際に海底に潜水し，そこで実技の習得につき指導を受けることとなる。受講生は，通称「ゴ

リラチョップ」と呼ばれる岩場からダイビング地点まで泳ぎ，そこから海底に潜行して，プー

ル実習において履修する内容と同種の実技を履修することとされている。

エ　沖縄における講習日程予定は，以下のとおりである。

７月３０日午前 プール実習

午後 海洋実習①②

７月３１日午前 海洋実習③

午後 海洋実習④

８月１日 自由時間

(3)　本件事故当日までの経緯

　ア　亡Ｆは，本件ダイビングに至るまで，平成１２年に宮古島で体験ダイビングに参加した

ことがあったが，海洋で潜水をするには至らなかった。



イ　亡Ｆは，原告Ｃ，同Ｄとともに，平成１４年５月ころ，本件ツアーの参加を申し込んだ。

ウ　亡Ｆらは，平成１４年７月２４日ころ，大阪市内で被告ファイブオーシャンが営む「ダイ

ビングスキルアップセンターＷＥＳＴ」において学科講習を受講した。亡Ｆは，事前に渡され

ていたダイビングの教本やビデオで勉強していたため，学科講習の成績は良好だった。

(4)　本件事故当日の経過

　ア　亡Ｆ，原告Ｃ，同Ｄは，平成１４年７月２９日午後，沖縄へ向けて出発し，同日夜，沖

縄県本部町所在のホテルに宿泊した。２９日は，移動日に当てられたため，被告五洋から本件

講習についてのオリエンテーション等が実施されることはなかった。

イ　亡Ｆらは，翌３０日午前９時ころ，被告五洋のスタッフに引率されて，沖縄県国頭郡所在

の被告五洋の経営するダイビングショップに到着した。亡Ｆらは，ダイビングショップにおい

て，所定用紙の記入を行うとともに，被告Ｅと対面し，同被告から，当日の予定，本件講習の

内容等について説明を受けた。

ウ　亡Ｆらは，同日午前９時４０分ころ，「ホテルベルビュー」内のプールに移動して，プー

ル実習を開始した。プールの水深は，約１・２ｍ程度で，亡Ｆらの胸から腰ぐらいの深さであ

った。

　　プール実習においては，機材セッティング，呼吸練習，レギュレータークリア，レギュレ

ーターリカバリー，マスククリア，マスク脱着，中性浮力，水中移動，水面移動の順で訓練を

行った。

　亡Ｆらは，被告Ｅに向かって左から，原告Ｄ，同Ｃ，亡Ｆの順で，同被告と向き合う形で訓

練を行った。被告Ｅは，各実技の手本を示した後に，原告Ｄ，同Ｃ，亡Ｆの順に各実技の実演

を行わせ，各自の到達度を確認した。

　亡Ｆは，機材セッティング，呼吸練習，中性浮力，水中移動，水面移動の訓練は通常にこな

せたものの，レギュレータークリア，レギュレーターリカバリー，マスククリア，マスク脱着

の訓練に手間取り，レギュレータークリア，レギュレーターリカバリー，マスククリアについ

ては各２・３回，マスク脱着については１・２回，合計で１０回以上水中から立ち上がって訓

練に失敗していた。

　被告Ｅは，各人が実技に１回成功すれば次の実技に移行していたため，亡Ｆが各実技につき

数回失敗していても１回成功すれば，次の実技に移行した。

エ　亡Ｆらは，同日午後２時前ころ，プール実習を終えて，前記ダイビングショップに戻っ

た。亡Ｆと原告Ｄは，ダイビングショップで昼食をとった後に，被告Ｅから，午後の講習につ

き説明を受けた。同被告は，リラックスさせるために海に慣れることを勧めるとともに，呼吸

を常に一定のペースですること，耳抜きをこまめにすることをアドバイスしたが，海水を誤飲

した場合等のトラブルへの対処方法は特に説明しなかった。

　原告Ｃは，プール実習での訓練中に気分が悪くなったため，午後からの海洋実習をキャンセ

ルした。そのため，亡Ｆ及び原告Ｄの２人が午後からの海洋実習を受講することになった。

オ　被告Ｅは，亡Ｆらの体調を質問した上，同日午後３時ころ，同人らを引率して沖縄県国頭

郡本部町字崎本部のビーチに移動し，同日午後３時１０分ころ，同ビーチから海洋へエントリ

ーして，本件ダイビング地点まで泳いで向かった。



　本件ダイビング地点まで泳ぎ着く途中の沖合約５０ｍの地点で，亡Ｆが疲れた様子で遅れ出

したので，被告Ｅは，亡Ｆらに対し，一旦，海面で浮かんだまま休憩をするよう指示した。そ

の後，亡Ｆの呼吸が整ったことから，亡Ｆらは，移動を再開し，本件ダイビング地点の海上に

到達した。

カ　亡Ｆらは，同日午後３時２７分ころ，本件ダイビング地点の海上に着いた後，同所に設置

されたブイから伸びているロープに沿って水深約４．２ｍの海底に潜行した。海底に着くと，

亡Ｆらは，被告Ｅに向かって左から，亡Ｆ，原告Ｄの順で，同被告に向かいあう形で，海底に

膝をついて立った。亡Ｆらは，海底で，プール実習と同様，呼吸練習，レギュレータークリ

ア，レギュレーターリカバリー，マスククリア，マスク脱着の順で訓練を行った。海底での訓

練は，被告Ｅがまず手本を見せた後に，原告Ｄ，亡Ｆの順で各実技を実演するという形で行わ

れた。

キ　亡Ｆらは，マスククリアまでの訓練を終了し，マスク脱着の訓練に入り，亡Ｆの順番にな

った際，同女は，ためらうような仕草を見せたが，その後，思い切った様子で一気にマスクを

外した。亡Ｆは，マスクを外した直後，鼻をつまむような仕草をして，苦しい表情で，海底か

ら膝を浮かして立ち上がろうとした。被告Ｅ，原告Ｄは，亡Ｆが浮き上がらないよう同人のＢ

Ｃジャケットないし腕を押さえた。被告Ｅは，亡Ｆにマスククリアをさせようとして，マスク

を同人の顔面に押し当てた。その後，被告Ｅは，原告Ｄに対し，海底に止まるよう手で指示を

してから，亡Ｆとともに，泳いで海面に浮上した。

ク　海面浮上後，亡Ｆは，口からレギュレーターを外し，被告Ｅに対し，「苦しい」「息がで

きない」と訴えた。被告Ｅが，「水を飲んでしまいましたか」と尋ねると，亡Ｆは，「はい」

と返事をした。被告Ｅは咳き込んで海水を吐くよう指示したが，亡Ｆは，「出来ない」「苦し

い」と答えるばかりであった。被告Ｅは，しばらく亡Ｆと言葉を交わしていたが，亡Ｆは，約

２，３分後に意識を失った。

ケ　被告Ｅは，亡Ｆが意識を失い，呼吸が困難になったことから，同人を海面で仰向けにして

気道を確保しながら，人工呼吸を行った。被告Ｅは，亡Ｆの装着していた機材を順次外すとと

もに，自身の機材も外して浮力を確保しながら，原告Ｄを海底に残したまま，その場で，亡Ｆ

への人工呼吸を続行した。

コ　その後，別のダイビングの講習を行っていたＧらが，ブイから約２０ないし３０ｍ離れた

位置で亡Ｆと被告Ｅが浮かんでいるのを発見した。Ｇらは，被告Ｅが亡Ｆのレスキューをして

いることを確認すると，救急車の手配をするとともに，被告Ｅとともに亡Ｆを海岸へと曳航

し，海岸到着後交互に人工呼吸を行った。なお，原告Ｄは，Ｇから促されて海上に浮上し，Ｇ

が連れていた客に連れられて海岸に到着した。

(5)　本件事故後の状況（甲３１の２）

ア　本部町今帰仁村消防組合は，同日午後４時３７分，通報を受け，救急活動を開始した。同

組合の救命隊員らは，同日午後４時４１分，現場に到着したが，到着時の亡Ｆの状態は，呼

吸，脈及び対光反射がいずれも認められず，瞳孔散大（左右各５㎜）が認められ，心肺停止の

状態であった。同隊員らは，亡Ｆに対し，心肺蘇生のための応急措置をとり，同日午後５時０

３分，沖縄県立北部病院に搬送した。救急車には被告Ｅも同乗した。



イ　亡Ｆは，同日から同病院において入院診療を受けたが，同年８月８日午後４時０５分，死

亡した。

　なお，同人について作成された死体検案書（甲１３）には，直接死因として「溺死」の記載

があり，死体検案時の解剖所見として「左胸水３７０ml，右胸水２５０ml，腹水３００ml，全

身浮腫高度，脳軟化高度」との記載がある。

２　争点１（プール実習における亡Ｆの履修状況，本件事故の発生経過及び亡Ｆの死因）につ

いて

(1)　まず，亡Ｆの死因について検討する。

ア　この点につき，被告五洋らは，原告Ａが，亡Ｆが搬送された病院で，被告Ｅ，被告五洋代

表者に対し，亡Ｆには不整脈の持病があった旨発言したこと，入院診療録（甲３６）に「もと

もと体が弱いと娘の弁」「アレルギー」との記載があることから，亡Ｆの死因は，海中での海

水の吸飲による溺死ではなく，海面浮上後に発生した偶然の何らかの内在的要因によるもので

ある旨主張する。

イ　しかしながら，本部町今帰仁村消防組合が，同日午後４時４１分に現場に到着した時の亡

Ｆの状態は，すでに，呼吸も脈拍も停止して心肺停止の状態にあり，瞳孔散大（左右各５㎜）

で対光反射もなかった。また，前記のとおり，本件事故の直後に撮影された亡Ｆの胸部レント

ゲン写真（甲３５の１）では，同人の肺の両側の中から下肺野内側に広範囲に水の存在を示す

浸潤影が広範囲に認められ，それは呼吸に必要な肺体積の約４０パーセントが侵襲を受けてい

ることを示すものであり，その一方で，心拡大や胸水は見られないことが認められる（甲３

７）。さらに，前記のとおり，亡Ｆ死亡の翌日である平成１４年８月９日に作成された死体検

案書（甲１３）の直接死因の欄には「溺死」と記載され，解剖所見の欄には「左胸水３７０

ml，右胸水２５０ml，腹水３００ml，全身浮腫高度，脳軟化高度」との記載があるところ，同

検案書を作成した医師Ｈの回答書（調査嘱託の結果）によれば，亡Ｆには溺死特有の症状は見

られなかったものの，同人の心臓に心筋梗塞や虚血性心疾患を示唆する所見はみられず，その

他の主要臓器にも死を生じさせる器質的疾患はみられなかったこと，医師Ｈは，このことか

ら，解剖・組織学的検索結果ならびに事故時の状況，その後の経過などを総合的に判断した上

で死因を溺死であると判断したことが認められる。以上の認定事実からすると，亡Ｆの直接死

因は，同人の内在的要因に起因するものではなく，海水を吸飲したことによる溺死であると認

めるのが相当である。

ウ　したがって，これに反する被告らの上記主張は理由がない。

(2)　次に，本件事故の発生経過について検討する。

　　　ア　本件事故の発生経過は，第５の１(4)オないしコ記載のとおりであり，亡Ｆは，海

底において，マスクを外した直後，鼻をつまむような仕草をして，苦しそうな表情で膝を浮か

して立ち上がろうとしたが，被告Ｅと原告Ｄが亡Ｆの腕等を押さえ，同被告がマスククリアを

させるためにマスクを亡Ｆに押し当てたものである。

　　　イ　これに対し，被告五洋らは，亡Ｆが，鼻をつまむような動作をして上がりそうにな

った際，被告Ｅが亡Ｆにマスクをつけさせた，マスククリアをさせた際，亡Ｆはレギュレータ

ーからの呼吸を続けていた旨主張し，被告Ｅも概ねこれに沿う供述をする。



　ところで，被告Ｅは，亡Ｆに対して片手でマスクを装着させたと供述するが，それまでの訓

練において，亡Ｆに対し片手でマスクを装着する方法を教えていなかったというのであるか

ら，海底で海水を飲んだかもしれないという緊急時に，教えられていない方法でマスクを装着

することを指示したということは通常考えられない。むしろ，本件事故後に行われた原告ら代

理人との面談においては，被告Ｅは，亡Ｆの顔面にマスクを押し当てた旨発言していることが

認められる（甲４６）。以上によれば，被告Ｅが亡Ｆにマスクをはめ直させたのではなく，被

告Ｅが亡Ｆの顔面にマスクを押し当てたと認めるのが相当である。これに反する被告Ｅの上記

供述部分は到底信用できない。

　　　　　また，亡Ｆの死因が海水の吸飲による溺死であり，亡Ｆが海面浮上後直ちに意識を

消失していることからすれば，亡Ｆは，それ以前の時点，すなわち，海底でマスクを外してす

ぐに鼻をつまんだ時点あるいは被告Ｅが亡Ｆの顔面にマスクを押し当てた時点で致死量の海水

を吸飲したものと認めるのが相当である。このように，亡Ｆは，マスクを再装着した時点です

でに致死量の海水を吸飲していたのであるから，亡Ｆが自らマスククリアし，普通にレギュレ

ーターで呼吸を続けていたとの被告Ｅの供述も不自然・不合理で到底信用できない。

　以上より，被告Ｅの上記供述部分は信用できず，被告らの上記主張は理由がない。

(3)　最後に，プール実習における亡Ｆの履修状況について検討する。

ア　プール実習における亡Ｆの履修状況は前記第５の１(4)ウ，エ記載のとおり，午前９時４

０分から午後２時前ころまでプール実習をし，被告Ｅは，各実技を１回成功すれば次の実技に

移行したので，何度も失敗した亡Ｆもそれぞれの実技は１回成功させただけである。

イ　これに対し，被告五洋らは，亡Ｆらがプール実習を終え，ダイビングショップに戻ったの

は午後１時１５分ころであり，プール実習の時間は約３時間であること，亡Ｆはプール実習に

おいて，レギュレータークリア，マスククリア，マスク脱着の訓練の際，各１回ずつ水中から

立ち上がり練習に失敗していたが，通常２時間の予定のプール実習を３時間かけて行うなど時

間をかけて繰り返し反復練習することで，最終的には各実技を４回程度連続して成功するな

ど，レギュレータークリア等の各技術を十分こなすことができるようになった旨主張し，被告

Ｅもこれに沿う供述をする（同被告作成のメモ（甲１０）の記載も同旨）。

(ア)　しかしながら，亡Ｆがダイビングショップに戻った時間を，被告Ｅの供述する午後１時

１５分ころと仮定すると，午後３時に海洋実習に出るまでの約１時間４５分もの間，亡Ｆらは

ダイビングショップに滞在していたことになるが，被告Ｅ作成のメモ（甲１０）には「海１本

目のブリーフィング」と記載され，午後の講習においては２本の海洋実習が予定されており，

被告Ｅ自身プール実習が約１時間遅延していたことを認めていることからすれば，同被告はカ

リキュラム上時間的に切迫した状況にあったものといえ，１時間４５分ものダイビングショッ

プでの滞在時間は不合理であると言わざるを得ない。

　　他方，原告Ｃは，ダイビングショップに戻った時間につき，午後２時前ころと供述するが

（原告Ｃ本人），同Ｃの供述は，当時ダイビングショップにあった時計を見たことを根拠とす

る正確な記憶に基づくものである上，昼食と海洋実習の説明のために約４０分程度ダイビング

ショップに滞在して午後３時に海洋実習に出たという原告Ｄの供述（原告Ｄ本人）とも符合す

るもので，信用することができるものである。



　よって，亡Ｆらがプール実習を終えてダイビングショップに戻ったのは午後２時ころである

と認めるのが相当であり，本件プール実習に要した時間は，３時間ではなく，午前９時４０分

ころから約４時間程度であり，予定時間を約２時間超過したと認めるのが相当である。

(イ)　そして，被告Ｅの供述のように，亡Ｆがレギュレータークリア，マスククリア，マスク

脱着の訓練の際に各１回ずつ失敗して立ち上がっただけで，各実技を４回以上成功させていた

というのであれば，予定時間を約２時間も超過する訓練が必要になることは通常考えられな

い。

(ウ)　したがって，反復練習をすることで各実技を４回程度連続して成功するようになった旨

の被告Ｅの供述は信用することができず，被告らの上記主張は理由がない。

ウ　以上によれば，亡Ｆは，プール実習において，予定時間を２時間近く超過する訓練が必要

となるほどレギュレータークリア等の実技の訓練に失敗し，各実技につき１回しか成功してい

なかったと認められる。後述のとおり，海底はプールと異なり，初心者においては，各種の物

理的・精神的ストレスからミスをしやすく，わずかなミスがパニックにつながりかねないた

め，受講生は海洋実習を行う前に，基本的潜水技術を自信をもって行うことができる程度に習

得しておく必要があるというべきである。特に，亡Ｆのように海洋実習を行う前に失敗を繰り

返した場合には，自信を失っている，あるいは不安を抱えているというべきであるから，自信

ないし余裕を持って各実技を行うことができるよう，数度連続して成功するまで反復練習をす

る必要があったものというべきである。

　これに対し，被告五洋らは，被告Ｅが通常の講習よりレベルを落として十分すぎるほどの練

習を行い，その結果亡Ｆはレギュレータークリア等の技術を習得した旨主張するが，上記のと

おり，亡Ｆは基本的潜水技術を十分に習得できていなかったと言わざるを得ず，被告五洋らの

主張は採用できない。

　３　争点２（被告Ｅの本件ダイビング講習における過失）について

(1)　スキューバダイビングは，自給式呼吸装置を用いて行う潜水をいい，呼吸等において強

い制約を受ける上，水圧，窒素濃度等により身体的にも強い負担がかかるものである。したが

って，水中で呼吸しながら活動するということは人間にとっては特殊な環境にあるというべき

であり，それだけで強度な精神的ストレスを受けることとなる。特に初心者においては，各種

のストレスから精神的に不安定な状態になり，海水を飲むなどの些細なミスからパニックに陥

りやすく，さらにパニックのために海水を吸飲するなどして溺死を含む重篤な事故に直結する

ことになりかねない。

　　スキューバダイビングの事故については，平成１３年までの１０年間の年平均で，事故者

数は４５人，死亡・行方不明者数は２０人，死亡率（事故者に対する死亡・行方不明者の割

合）は約４４％，事故者のうち溺水による者の割合は約２７％であり，スキューバダイビング

歴にかかわりなく死亡・行方不明者が発生しているという報告がある（甲２３）。

　　このような事態をできるだけ防ぐためにも，特に，初心者に対しては，海洋での潜水実習

の前に基本的潜水技術を十分習得するように指導することが強く求められるとともに，その習

得した技術や体調に応じた実習場所を選択しなければならないというべきである。

　したがって，このようなスキューバダイビングのもつ危険性に照らし，スキューバダイビン



グの初心者に対し基本的潜水技術の指導等に当たるインストラクターには，初心者が海中でパ

ニックに陥る危険性があることを認識した上，初心者の基本的潜水技術の習得度に応じた実習

方法及び実習場所を選択すべき注意義務が課されているものというべきである。具体的には，

受講生に海洋実習を行う前に，レギュレータークリア，レギュレーターリカバリー，マスクク

リア，マスク脱着といった基本的潜水技術を十分に習得しているか否かを確認し，習得が不十

分であれば，海洋実習を行わないか，行うとしてもストレスのさほどかからない安全な場所に

おいて，基本的技術を習得するまで講習を行うべき注意義務を負うと解するのが相当である。

(2)　これを本件についてみるに，前記２(3)ウのとおり，亡Ｆは，プール実習において，約２

時間の延長練習が必要なほどにプール実習での訓練に失敗し，各実技についてはそれぞれ１回

しか成功していなかったのであるから，亡Ｆは，プール実習において，レギュレータークリ

ア，レギュレーターリカバリー，マスククリア，マスク脱着といった基本的潜水技術を，海洋

実習を受けることができる程度には習得できていなかったものと認めるのが相当である。そし

て，被告Ｅとしては，このようなプール実習での履修状況にある亡Ｆを，身長を超える水深の

場所に連れ出したときには海底で各種のストレスから海水を飲むなどのミスを犯す危険があ

り，その場合にはさらにパニックに陥ってより多量の海水を飲むなどして最悪溺死に至ること

があり得ることを認識・予見することができたというべきである。したがって，被告Ｅには，

亡Ｆをいきなり足の届かない海洋に連れ出して実習をさせるのではなく，亡Ｆが基本的潜水技

術を十分に習得するまで，プール実習を継続して海洋に連れ出すのを控えるか，海洋に連れ出

すとしても足の立つ浅瀬で，あるいは岸からさほど遠くない場所を選択して訓練を行うべき注

意義務があったというべきである。

　それにもかかわらず，被告Ｅは，亡Ｆが基本的潜水技術の習得が十分であると判断し，海水

を誤飲した場合の対処方法をなんら説明しないまま，亡Ｆを，沖合約１２０ｍも離れた地点

の，水深約４．２ｍの海底という，未熟な初心者がパニックを惹起しやすい本件ダイビング地

点に連れ出したのであるから，同被告は，上記の注意義務に違反したというべきである。

(3)　これに対し，被告五洋らは，被告Ｅは亡Ｆのプールでの履修状況から，Ｃカード取得の

カリキュラムからレベルを落とし，通常のダイビング地点より水深の浅い本件ダイビング地点

を講習場所として選択したから被告Ｅに講習場所の選択につき過失はない旨主張する。

　しかしながら，被告Ｅは亡Ｆ，原告Ｄに対し，海洋実習に出るに当たり，これから行う海洋

実習がＣカード取得のためのカリキュラムではなく，本件ダイビング地点での実習ではＣカー

ドが取得できないことを何ら説明していないところ（被告Ｅ本人，原告Ｄ本人），受講生に何

ら説明なくインストラクターの一存でカリキュラムを変更することは通常考えられない。これ

につき，被告Ｅは，本件ダイビング地点での講習がうまくいけば，通常のダイビング地点に移

動してＣカード取得に必要なカリキュラムを行う予定であった旨供述するが，被告Ｅはこのこ

とも亡Ｆらに説明しておらず（被告Ｅ本人，原告Ｄ本人），被告Ｅの供述は不合理と言わざる

を得ず，同被告の供述部分は信用できない。

　また，本件ダイビング地点は，そもそも沖合約１２０ｍと海岸から相当離れた距離にあり，

受講生に，移動による体力消耗をもたらすとともに，容易に海岸に戻れないなどの心理的不安

を惹起する危険がある。また，水深も約４．２ｍと浅くはなく，受講生が各種のストレスから



パニックを起こしやすい場所であることに変わりはない。このように，結局，本件ダイビング

地点は，仮にＣカード取得のカリキュラムからレベルを落としたものであったとしても，基本

的潜水技術を十分に習得していない初心者の実習場所としては不適当であったものと言わざる

を得ない。

　以上より，被告五洋らの主張は理由がない。

(4)　したがって，被告Ｅには，亡Ｆに対して行ったスキューバダイビング講習の実施につき

過失が認められる。

４　争点３（被告五洋の亡Ｆの死亡についての損害賠償責任）について

　前記２で説示したとおり，被告Ｅには，亡Ｆに対して行ったスキューバダイビング講習の実

施につき過失が認められるところ，被告五洋が被告Ｅの使用者であることは当事者間に争いの

ない事実であるから，被告五洋は民法７１５条により，原告らに対しその損害を賠償すべき義

務を負うというべきである。

　５　争点４（被告オリオンツアーの亡Ｆの死亡についての損害賠償責任）について

(1)　旅行会社は，一般に，旅行者との間で締結した主催旅行契約に基づき，旅行者に対し，

主催旅行契約に従った交通機関や宿泊，または各種の旅行サービスを旅行者が受けられるよう

手配する手配債務及び手配された旅行サービスが予定どおり履行されるよう管理する旅程管理

債務を負う。

(2)　この点，原告らは旅行会社である被告オリオンツアーが負うべき安全配慮義務の内容と

して，被告五洋の行うダイビングスクールの施設，人員構成，講習方法など内容について調査

し，あるいは報告を求め，被告五洋が受講生の安全面に十分配慮していることを確認し，不備

があれば交渉等により是正させるべき義務がある旨主張する。

　しかしながら，実際に各種旅行サービス（旅行先での企画・サービスを含む。）を提供する

のは，旅行会社とは別の営業主体である旅行サービス提供機関であるから，施設の整備・点

検，従業員の配置や教育等，旅行サービスを提供するに際して旅行者の安全を確保するための

具体的措置をとることは，第一次的には，当該旅行サービス提供機関が負うべき義務である。

そして，旅行会社が安全配慮義務違反を問われるのは，旅行会社が旅行サービス提供機関の選

定に際して，当該旅行サービス提供機関を選択するのが旅行者の安全確保の見地から明らかに

危険であることが認識できたにもかかわらず，これを漫然と選定して，その危険が当該旅行者

に発生した場合などに限られると解すべきである。

(3)　そして，被告オリオンツアーは，ダイビングスクール選定の客観的判断基準として，現

地ガイド歴が５年以上の経験を持つインストラクターが１人以上いること，常勤インストラク

タースタッフが２人以上いること，１０億円以上の保険に加入していること，過去にダイビン

グショップ側の過失が原因の重大事故が発生していないことを求めていること（丙１），被告

五洋がこの選定基準を満たしていること（乙１１の１，丙１），被告オリオンツアーが被告五

洋を選定した理由としては，このほかに，同被告には，平成１２年から同１４年の間に，ファ

ンダイブ，体験ダイブ，Ｃカード取得，スノーケルの講習で１５００人以上，過去累積で５０

００人以上の取扱実績があり，被告五洋の参加者受け入れ対応における判断及び報告が的確か

つ迅速であり，過去に参加者からのクレームがないといった事情を加味したことが認められる



（丙１）。このような被告オリオンツアーの選定基準及び選定は，ダイビングサービスの運営

実態に沿った客観的，実効的かつ現実的な基準であり，ダイビングショップの選定基準として

適正かつ妥当なものと評価することができる。また，このような基準を満たしている以上，そ

れ以上にダイビング業者の内部的な安全教育の内容・程度，個々のインストラクターの技量・

経験の程度，非常事態の際の対応等につき，個々具体的に調査をすることは困難であり，被告

オリオンツアーにとって，本件事故の発生は認識・予見することができなかったものと言わざ

るを得ない。

　これに対し，原告らは，沖縄県水上安全条例第１８条第２項に基づく安全対策優良事業者の

指定基準をもってダイビングショップの選定基準とすべき旨主張するが，原告ら主張の基準

は，旅行会社の安全配慮義務違反を基礎づける基準としては抽象的に過ぎ，選定基準としては

不適当であるというべきである。

　よって，被告オリオンツアーが被告五洋をダイビングショップに選定したことに過失はな

く，被告オリオンツアーに安全配慮義務違反はないというべきである。

(4)　以上より，被告オリオンツアーは亡Ｆの死亡について損害賠償責任を負わない。

６　争点５（因果関係の有無）について

　前記２で説示したとおり，被告Ｅには，基本的潜水技術を十分に習得していなかった亡Ｆ

を，同技術を習得するまで海洋実習を行うことを控えるか，海洋実習を行うにしても足が立つ

浅瀬で訓練を継続すべき注意義務を怠り，亡Ｆを漫然と本件ダイビング地点に連れ出した過失

が認められるところ，被告Ｅが上記注意義務に従って，亡Ｆを本件ダイビング地点に連れ出し

ていなければ，亡Ｆはそもそも海中でマスク脱着に失敗して海水を吸飲して溺死することはな

かったというべきであるあるから，被告Ｅの上記過失と亡Ｆの溺死との間には因果関係が認め

られる。

　なお，前記１で認定したところに照らすと，海洋実習中において亡Ｆが海水を吸飲すること

を防ぐことが可能であったと認めることはできず，また，その後の救護措置を適切に施したと

しても，亡Ｆの救命の可能性があったと認めることもできないから，上記の講習場所の選択に

関する過失と死亡との因果関係を中断ないし断絶することはないというべきである。

７　争点６（損害）について

(1)　逸失利益　　　５５２０万９２９３円

　亡Ｆは，死亡時の年齢は４７歳であったこと，６０歳まで就労可能であったこと等からすれ

ば，その逸失利益は５５２０万９２９３円と認められる。

　なお，原告らは，亡Ｆが，子供１名を被扶養者としているので，生活費控除率は３０％であ

り，中間利息控除については，現状の長期金利や公定歩合の金利に鑑み，３％の複利運用を前

提とするライプニッツ係数を採用するのが相当である旨主張する。

　しかしながら，亡Ｆは，夫である原告Ａと共働きをしていたのであるから，生活費控除率は

４０％と認めるのが相当である。また，中間利息控除の率も，長期間にわたる逸失利益の現価

を算定するに際して，その間の金利状態の推移を予測することは不可能であることを考慮する

と，民事法定利率（民法４０４条）によるとすることに合理性があるというべきである。した

がって，ライプニッツ方式より年５％の中間利息を控除するのが相当である。



    (2)　慰謝料　　　　２０００万円

　亡Ｆは，本件事故当時４７歳であり，教諭として働き盛りであったもので，夫を残したま

ま，また，三人の子の将来を見届けることなく急逝した無念さは察するに余りある。その他本

件に現れた一切の事情を併せ考慮すると，亡Ｆの死亡に対する慰謝料は２０００万円が相当で

ある。

(3)　葬儀費用，安置料・棺代等，交通費等　１５０万円

　亡Ｆの葬儀費用等として１９１万２０００円（甲１６），亡Ｆの死亡に伴う遺体安置料・棺

代等として２７万３０００円（甲１８），亡Ｆの死亡に伴う運賃，交通費等として４万６１４

８円（甲１７）が支払われたことが認められるが，これらは全体として葬儀関係費用であると

いうべきところ，このうち１５０万円が本件事故と相当因果関係のある損害であると認めるの

が相当である。

(4)　入院費用　　　９０万６４３６円

　証拠（甲３２の１ないし３）によれば，亡Ｆの入院費用として９０万６４３６円が支払われ

たことが認められるところ，この支払金額は，本件事故と相当因果関係のある損害と認められ

る。

(5)　弁護士費用　　７７０万円

　本件事案の難易，審理経過，請求額及び認容額を考慮すると，７７０万円を本件事故と相当

因果関係のある損害と認めるのが相当である。

(6)　合計　　　　８５３１万５７２９円

　原告らは，上記に係る亡Ｆの損害賠償請求権を各原告の法定相続分（原告Ａにつき２分の

１，その余の原告につきそれぞれ６分の１）に応じ相続するから，原告Ａにつき４２６５万７

８６５円，原告Ｂ，同Ｃ，同Ｄにつき各１４２１万９２８８円の損害賠償請求権を相続したと

認められる。

８　なお，原告らの被告ファイブオーシャンに対する請求は，同被告が被告Ｅの使用者である

ことを前提としたものであるが，被告ファイブオーシャンは被告Ｅの使用者ではないから，原

告らの請求はその前提を欠くものであって理由がない。

９　結論

以上によれば，原告らの本訴請求は，被告Ｅ，同五洋に対し，連帯して原告Ａが４２６５万７

８６５円，原告Ｂ，同Ｃ，及び同Ｄが各１４２１万９２８８円並びにそれぞれに対する不法行

為の日の後である平成１４年７月３１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延

損害金の支払を求める限度で理由があるからこれらを認容し，原告らのその余の請求及び被告

オリオンツアー，同ファイブオーシャンに対する各請求はいずれも理由がないから棄却するこ

ととし，主文のとおり判決する。

大阪地方裁判所第２２民事部

    裁判長裁判官　　　小　西　義　博



　　　　　裁判官　　　高　見　進太郎

裁判官曳野久男は，転補につき，署名押印することができない。

　　裁判長裁判官　　　小　西　義　博

別紙　　　　　　　　見　取　図
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